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Ａ．児童生徒が行う自己評価は学習活動の一環であり、教師が行う学習評価とは別ですが、教師が

行う場合において「数値による自己評価は行わない」としている趣旨等を踏まえ、例えば、単に「（内

容項目）についてどのくらい理解したか」ということを数値で回答させるような形ではなく、児童

生徒自身が自身のよい点や可能性などに気付いていくことを通じて、主体的に学ぶ意欲を高めるこ

とにつながるよう工夫することが望まれます。 

 

Ａ．平成 30年度（小学校）、平成 31年度（中学校）からの全面実施にともない教科書が導入され

ます。検定教科書の導入により、「私たちの道徳」の国からの無償配付は終了する予定です。なお、

文部科学省ホームページには引き続き掲載される予定なので、必要に応じてダウンロードして活用

することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちの道徳 

配付終了 



Ａ．道徳科の指導を行うに当たっては、「主たる教材」として教科書を使用しなければなりません

（学校教育法第 34 条第１項等）が、必要に応じて、例えば地域教材などのその他の教材を適切に

活用することができます。（他の教科等と同様です） 

 なお、独自の教材を使用するにあたっては、学習指導要領に示された各学年の内容項目を、相

当する各学年において全て取り扱うよう、年間計画を適切に設定することや、「学校における補助

教材の適正な取扱いについて（通知）」（平成２７年３月４日付け初等中等教育局長通知）を踏ま

えることについてご留意ください。 

 

Ａ．１つの内容項目を、複数の時間にわたり指導することは考えられます。今回の改訂において内

容項目の統合を行ったものは、体系的、系統的な指導を可能にするためのものであり、全ての内容

項目を指導することを基本として、各学年段階や学校段階の内容も踏まえながら適切に判断してく

ださい。 

 

Ａ．それぞれの時間において育成を目指す資質･能力が違います。 

 道徳科は、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的･多角的に考え、自

己の生き方について考えを深めることを通して、道徳性を養うことを目指す時間です。 

 特別活動は、様々な集団活動の中で、互いのよさや可能性を発揮しながら直面する課題を解決す

ることを通して、日常生活の向上を図るための資質・能力の育成を目指す時間です。 

このため、道徳科における問題解決学習は、特別活動のように解決方法についての合意形成や意

思決定を授業の中で行うことが目的ではありません。議論を通して、道徳的な問題場面について多

面的･多角的に考え、道徳的価値を自分自身との関わりで深く理解し、道徳性を養うことが目的で

す。 

 

 

 

「香川の教育づくり発表会」が、平成 28年 12月 27日（火）に開催されます。この中で、

高松市立香東中学校と坂出市立坂出中学校が道徳教育の研究実践を発表します。 
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